
おわりに  

 

最近、テレビドラマを見ていて、ふと気が付いたことがあります。それはタブレッ

ト端末の活用です。刑事ドラマでは証拠や捜査資料を提示したり、病院ドラマではカ

ルテや臨床データを提示したりと様々な場面で見られるようになりました。ドラマの

話ではありますが、現場でも同様に活用されていることは、容易に想像できます。  

では、教育現場ではどうでしょう。本委員会の実態調査によりますと、本年度のタ

ブレット端末の保有台数は、昨年度の約 160％の伸び (小・中学校全体）となってい

ます。タブレット端末導入の波が確実に広がってきているといえます。「ユビキタス」

という言葉が 2006 年頃に賑わいましたが、もはや ICT 死語になっているといわれて

います。これは現代社会がすでに「ユビキタス」状況となっている証明だといえるで

しょう。教育現場においても ICT に関して、これまでコンピュータ室に人が動いて情

報を得に行っていた時代から、情報を手軽に持ち運ぶ時代へと変化しつつあります。

これは、インターネットが県下の全小中学校に完全導入されてから約 10 年の間の変

化です。  

このような激動の情報化社会において、教育現場でも ICT 機器を有効活用するとと

もに、先進的な研究を推し進めていかなければなりません。本委員会においても、ICT

機器の活用が目的ではなく、教育の目標を達成する一手段としての研究に取り組んで

いくとともに、その情報を発信していきたいと思います。  

本年１年間の活動に対する皆様のご協力に深く感謝いたしますとともに、今後の愛

媛の情報教育推進のために、ともに取り組んでいただくことを重ねてお願い申し上げ

ます。  
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